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理 由 

多様な人材が議会へ参画しやすい環境を整備するため、産前産後期間に係

る欠席届の対象期間について、産前６週間から産前８週間に拡充を行うほか、

本改正に併せて、秘密会における傍聴席からの退場規定の明確化、病気等の

理由により会議への出席に必要な物の持込み規制の緩和等、その他所要の改

正を行う必要がある。 

これが、この規則案を提出する理由である。 



沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則

沖縄県議会会議規則（昭和47年沖縄県議会規則第１号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項中「６週間」を「８週間」に改める。

第98条中「議場」の次に「及び傍聴席」を加える。

第105条中「外とう、えり巻き、つえ、かさ」を「コート、マフラー、傘」に、「議長

の許可を得たとき」を「会議への出席に必要と認められる物であって議長にあらかじめ届

け出たものについて」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


